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平成 23年度の監督指導による賃金未払い残業の是正結果について 

― 行政指導により支払われた金額は約 5億 8千万円 ― 

神奈川労働局（局長 久保村 日出男）では、従来から賃金不払残業（いわゆるサービス残業）の

解消に取り組んでいるところであるが、管内 12 労働基準監督署が、平成 23 年 4 月 1日から平成 24

年 3 月 31日までの 1 年間に、時間外労働等に対する割増賃金が適正に支払われていないため、労働

基準法第 37 条違反として是正するよう勧告したもののうち、1件あたり 100 万円以上の遡及支払いが

なされた事案を取りまとめた概要は、以下のとおりである。 

１ 是正企業数・対象労働者数・遡及是正額が大きく増加（図１、表１） 

監督指導により支払われた割増賃金の総額は５８，１０６万円であり、前年度に比べて、是正企業数、
対象労働者数及び遡及是正額が大きく増加した。 

なお、対象労働者 1人当たりの遡及是正額は約８万９千円であった。 

２ 製造業、建設業及び商業のほか、その他の是正企業数や遡及是正額が目立つ 

  監督指導によって時間外労働等の割増賃金を遡及是正した企業は、商業、製造業、建設業が前年度に
比べて増加したほか、その他（２５企業）が全体の約３分の１であり、その遡及是正額は全体の約７割
を占めた。 

その他の業種とは、保健衛生業、教育・研究業、運輸交通業などである。 

３ 賃金不払残業の主な理由は不適切な労働時間管理 

賃金不払残業が生じた主な理由としては、監督指導において次のような事例が認められた。 

・ 月間の時間外労働のみなし時間数を設けて一定額の割増賃金しか支払っていないもの 
・ 使用者が勤務中にタイムカードを押させ、実際の時間外労働を記録させないもの 
・ 時間外労働を自主申告する際、一定時間数を超える時間外労働を申告させないようにしたもの 
・ 割増賃金の計算において法定計算方法による通常の時間あたり賃金が不足していたもの など 

４ 労働局は今後も継続した監督指導を実施 

神奈川労働局では、平成 24 年度の重点施策として「経済情勢及び労働者の就労形態に対応した法定
労働条件の確保・改善等」を位置付け、労働時間の客観的な把握を主な内容とする『賃金不払残業の解
消を図るために講ずべき措置等に関する指針』等の周知を図り、賃金不払残業の撲滅に向けて、今後と
も継続的に監督指導を行うこととしている。 

５  参考事項 

厚生労働省の記者発表「平成 23年度 賃金不払残業（サービス残業）是正の結果まとめ」 

厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002lrsc.html） 

神奈川労働局 労働基準部監督課 

監 督 課 長   黒 部  恭 志 

監 察 監 督 官  重 河  順 一 

(直 通 電 話 ) ０４５－２１１－７３５１ 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002lrsc.html


図１　賃金不払残業に係る遡及是正の状況（遡及是正額１００万円以上の事案）
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表１ 年度別 100万円以上の割増賃金遡及支払事案（神奈川労働局） 

業 種 年 度 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

製造業 

企業数 7  21  15  22  14  14  10  7  7  16  

対象労働
者数 

2,529  1,360  765  1,397  1,086  983  1,628  705  206  777  

遡及是正
額（万円） 43,634  19,810  9,277  18,507  27,805  10,330  8,165  2,785  2,510  9,444  

建設業 

企業数 3  3  10  7  4  7  3  0  2  5  

対象労働
者数 

163  323  486  156  506  197  307  0  33  50  

遡及是正
額（万円） 3,335  7,502  4,169  3,580  6,901  2,096  4,122  0  457  820  

商 業 

企業数 4  17  27  29  11  16  19  11  15  21  

対象労働
者数 92  2,169  2,329  3,085  466  450  3,420  659  224  549  

遡及是正
額（万円） 1,010  23,344  23,308  46,483  3,276  7,506  66,707  6,742  8,758  7,174  

金 融・
広告業 

企業数 1  4  4  4  4  3  2  2  2  1  

対象労働
者数 797  64  293  1,093  786  808  1,142  80  45  15  

遡及是正
額（万円） 

46,560  874  7,590  26,846  15,804  18,204  8,028  691  439  133  

接 客・
娯楽業 

企業数 2  6  4  7  7  7  12  1  2  4  

対象労働
者数 21  490  224  866  555  335  522  160  163  11  

遡及是正
額（万円） 

314  2,353  2,542  20,688  7,423  2,083  5,321  439  377  364  

その他 

企業数 2  17  23  29  19  22  17  9  25  25  

対象労働
者数 152  3,849  666  2,626  1,164  2,237  3,173  595  489  5,122  

遡及是正
額（万円） 2,955  10,202  15,183  19,894  11,017  41,064  18,475  3,625  5,791  40,171  

合 計 

企業数 19  68  83  98  59  69  63  30  53  72  

対象労働
者数 

3,754  8,255  4,763  9,223  4,563  5,010  10,192  2,199  1,160  6,524  

遡及是正
額（万円） 97,808  64,085  62,069  135,998  72,226  81,283  110,818  14,282  18,332  58,106  

別添 



 


